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「秋のおさがり広場」を開催します 10 月 23 日　 10：00 ～ 14：00　　
保健福祉センターはーとふる２階多目的ホール

　　市・教育委員会子育て支援課  子育て支援センター（はーとふる内）　　  ４２-４１５０問

 ・チャイルドシート、ベビーベッド   ・乳幼児用衣類（秋・冬用）   ・市内保育園、幼稚園、中学校、高校の現在指定品など
 ・マタニティ用品　・入園入学用品など   ※引き取りのない品物はお返ししますので、ご了承ください。
募集期間：10月１日　 ～ 20 日　 （土・日曜、祝日を除く）　詳しくは、下記へお問い合わせください。

●おさがり品を集めています。ご自宅に眠っている品物などの提供にご協力をお願いします。
まだまだ使える品を無料で譲り合うエコで子育て世代にうれしい事業です。

日
所

ご　み 「10月の粗大ごみ収集日」について

▼収集の申し込みは、収集日２日前の午後３時までにお願いします。
● 10月の粗大ごみ収集日
  ・21 日　　大町、瀬越町、港町、明元町、幸町、本町
 ・22 日　　寿町、礼受町、浜中町、沖見町、平和台
 ・23 日　　見晴町、宮園町、錦町、開運町、栄町
 ・28 日　　三泊町、塩見町、春日町、元町、船場町、
　　　　　　花園町、末広町、旭町

 ・29 日　　住之江町、泉町、野本町、千鳥町、元川町、
　　　　　　神居岩、堀川町、高砂町、五十嵐町
 ・30 日　　東雲町、緑ケ丘町、南町、潮静、大和田、
　　　　　　藤山町、幌糠町、中幌、樽真布、南幌、
　　　　　 　峠下町、東幌

問 申 留萌南部衛生組合　　   ４３-２５５５

日 所

凡例 →　　日程・日時　　　場所・会場　　　対象　　　定員　　　費用　　　内容　　　申込方法など

問い合わせ
電話　　　ファクス
ホームページ
メールアドレス

問
FAX

ＨＰ
メール

日 所 対 定 費 内 申

今月も知っておきたい情報が満載です！

くらし   お知らせの

暮らし

▼留萌市畜犬取締り及び野犬掃とう条例に基づき、
野犬掃とうを実施します。
　市では、放れている犬が市民に危害を与えるおそ
れがあることなどから捕獲しています。登録や予防
注射を受けている犬であっても、放たれていると野
犬とみなされ捕獲処分の対象となります。
　　10月１日　 ～３月 31日
　　市・環境保全課　　  ４２-１８０６

「野犬掃とう」の実施について

問

暮らし

▼浄化槽は家庭などから排出されるし尿や生活用水
をきれいにし、側溝などを通り川や海へ放流する設
備です。浄化槽は、適正に維持管理（保守点検・清
掃）しなければ本来の力を発揮できません。
　浄化槽を使用されている方は、浄化槽を正常な状
態に保つため、浄化槽法により保守点検や清掃およ
び年 1回の法定検査が義務付けられていますので、
必ず行いましょう。
　　市・環境保全課　　  ４２-１８０６

10 月 1日は「浄化槽の日」です

問

日

ご　み

▼ 10月はせん定枝の収集月です。
　生ごみ処理施設では、せん定枝からおがくずを製
造し、水分調整材に利用しています。
●せん定枝のごみ出し方法
　葉っぱや樹液などが付いていない状態で、大きさ
の目安として枝の直径５センチ未満、長さ１メート
ル未満のもので、おおよそ１メートル程度のヒモで
縛れる本数が対象となります。
　　市・環境保全課　　  ４２-１８０６

せん定枝のごみ出し方法について

問

暮らし

▼市民を対象にした無料法律相談会を開催します。
　市内法律事務所の弁護士が、皆さんの感じている
悩みについてお答えします。相談会へ参加予約は先
着順となります。
　　10月19日　 13：00～16：00（30分×６枠分）
　　保健福祉センターはーとふる１階１号会議室
　　10月 16日　まで（土・日曜、祝日を除く）
　　市・市民課　　  ５６-５００３

「留萌市内無料法律相談会」のご案内

問

日
所

暮らし

▼ 10月中旬から、市民一人ひとりにマイナンバー「通
知カード」「個人番号カードの申請書」「マイナンバー
についての説明書類」が各住民票の住所地に届きます。
　「通知カード」はなくさないように大切に保管し
てください。マイナンバー制度全般に関することは
市・総務課、「通知カード」に関することは市・市
民課にそれぞれお問い合わせください。
　　市・総務課　　  ４２-１８０１
　　市・市民課　　 ４２- １８０５

マイナンバーの通知が始まります

問

▼「手打ちそば」の講習会を開催します。
　　10月 18日　   9：00 ～
　　10人　　　1,000 円
　　10 月９日　 から 16 日　 までに下記へお申
　　し込みください。（日曜、祝日を除く）
※エプロン、三角巾、マスクをご持参ください。
　　風土工房こさえーる　　  ４３-４５５６

学　ぶ 「風土工房こさえーる料理講習会」の
ご案内

日
定 費
申

問

▼市では、皆さんがいきいきと暮らしていくことを
応援するため、睡眠と健康をテーマにした「こころ
の健康づくり講演会」を開催します。
　心地よい眠りにつくことで日中の活動性が高ま
り、充実した日々を送ることができます。より良い
睡眠を得るためにこの機会に学びましょう。
　　10月 29日　  13：30 ～ 15：30
　　保健福祉センターはーとふる２階多目的ホール
　　50人　　　無料
　　講話「心地いい眠り～心と体の健康のために～」
　　講師：特定医療法人社団林下病院　
　　　　　医師　小林 理子　氏
　　10月22日　 までに下記へお申し込みください。
　　市・保健医療課（はーとふる内）　　 ４９-６０５０問

心の健康啓発事業「こころの健康づくり
講演会」について学　ぶ

日
所
定 費

申

内

学　ぶ
▼ 10月の催しおよび休館日は、下記のとおりとな
ります。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
●ブックリサイクル市
 ・11 日　 10：00 ～ 17：00
●映画会
 ・17 日　 10：30 ～
　「トムとジェリーキッズ　グレートアドベンチャー」
　（アニメ・50分）
 ・18 日　 10：30 ～
　「松本清張原作　眼の壁」（邦画・90分）
●おはなし玉手箱（乳幼児向けおはなし会）
 ・9 日　 11：00 ～
　「おつきみ」　
 ・24 日　 11：00 ～
　「ハロウィン」　
●休館日
 ・５日　 ／ 12 日　　 ／ 19 日　 ／ 26 日　  月曜休館 
 ・30 日　　館内整理
　　市立留萌図書館　　  ４２-２３００

図書館からのお知らせ

問

▼市は皆さんと一緒になって協働を進める中で、皆
さんの知恵をお借りし、情報の共有を進めることを目
的として市政懇談会を開催します。
　「ＪＲ留萌－増毛間の廃線」「除雪計画」「船場公
園の管理運営」などについて説明した後、皆さんか
らのご意見などをいただきます。
　皆さんのご参加をお待ちしています。
　　10月 31日　 13：30 ～ 15：30
　　留萌産業会館２階
　　当日参加も可能ですが、準備の都合上、10 月
　　19日　 までに下記へお申し込みください。
　　市・政策調整課　　　４２-１８０９

市政懇談会「留萌おもいやり・おもてなし
物語」を開催します

問

市政情報・広報

日
所
申

問

申
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家政婦さんをご紹介するために、家政婦さんと
して働いてみたい方の登録を受け付けています。

痛　み
出　血
はれに

家事のお手伝いからお年寄りの介護まで
皆さんの生活をサポートします

家政婦さんをご紹介します

江戸薬局
ハウスキーパーバンク留萌市錦町 3 丁目

☎42-0697 ☎42-0697お問い合わせは 

江戸薬局
グループ 

（江戸薬局内）

第  ②  類 医 薬 品飲んで治す痔のくすり
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▼各会場では抽選会などを行います。開催地近郊にお住ま
いの方にもお知らせください。ご参加をお待ちしています。
●第９回札幌留萌の会
　　10月 16日　　17：30～
　　ＫＫＲホテル札幌（札幌市中央区北４条西５丁目）
　　5,000 円
　　札幌留萌の会（市・政策調整課）
　　４２-１８０９
●第 37回東京留萌の会
　　10月 18日　　13：00～
　　東京プリンスホテル11階末広（東京都港区芝公園３－３－１）
　　6,000 円
　　東京留萌の会（堀松建設工業株式会社東京支店）
　　０３-３３７３-８０７５
●第８回旭川留萌の会
　　10月 23日　　18：00～
　　花月会館（旭川市３条通７丁目）
　　5,500 円
　　旭川留萌の会（加藤礼一事務所）
　　０１６６-２７- ５５０１

問

「留萌の会」を開催しますその他

日
所
費

問

日
所
費

問

日
所
費

▼市・教育委員会では、一般財団法人自治体国際化
協会が推進する「語学指導等を行う外国青年誘致事
業」により、外国語指導助手（以下ＡＬＴ）を派遣
してもらい、市内小中学校の外国語教育や国際理解
教育の充実を図っています。
●新しいＡＬＴを紹介します
　（平成 27年８月３日着任）
氏名：タバタバイ・セイド・
　　　ファリッド
性別：男性　  年齢：32歳
出身地：カナダ・トロント市
　　市・教育委員会学校教育課  　　４２-３００６

新しい外国語指導助手が着任しましたその他

問

▼ 10 月１日　 から 10 月 7 日 　までは公証週間
です。公証役場では、法務大臣によって任命された
公証人が遺言や大切な契約など公正証書、会社を設
立する際の定款の認証などの作成を行っています。
　また、公証人が自宅や病院へ出向き、遺言書を作
成することもできます。詳しくは、下記へお問い合
わせください。
　　旭川地方法務局      　　０１６６-３８-１１４４
　　旭川公証人合同役場　  　０１６６-２３-００９８
　　名寄公証役場        　　  ０１６５４-３-３１３１

「公証週間」について

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

問

▼法務局職員や人権擁護委員などが、登記などの疑
問や困り事の相談に応じます。
　ご希望の方は、下記へ事前にご予約ください。　　
　　10月４日　　10：00～ 15：00
　　旭川地方法務局留萌支局
　　無料
　　旭川地方法務局留萌支局　　　４２-０４９２

全国一斉！「法務局休日相談所」を
開設します

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

日
所
費

問

▼道営住宅の入居者を下記のとおり募集します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　①住宅に困窮している方
　　②公営住宅法に定める収入基準に該当する方
　　③入居申込者および同居者が暴力団員でないこと
　　10月 14日　 ～ 16 日
　　※申込書は、留萌振興局建設指導課で 10月９日　 から
　　　16日　 まで（土・日曜、祝日を除く）配布します。
◎応募が募集戸数を上回った場合は、10月 23日　  
　に抽選会を行い、入居者を決定します。
◎インターネット経由でも申請することができます。
　　留萌振興局建設指導課　　 ４２-８４５１　　
　　http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/

道営住宅の入居者募集について 留萌市以外から
 のお知らせ

問
ＨＰ

申

対

▼行政相談週間に合わせて「特設合同行政相談所」
を開設します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　10月 23日　　13：00～ 16：00
　　るもいプラザ　　　無料
　　総務省北海道管区行政評価局旭川行政評価分室
　　０１６６-３８- ３０１１

特設合同行政相談所を開設します 留萌市以外から
 のお知らせ

問

日
所 費

▼旭川弁護士会では、留萌市、増毛町、小平町、苫
前町、羽幌町、初山別村に住む方を対象に巡回無料
法律相談会を開催します。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　10月28日　　13：00～16：00（30分×6枠分）
　　苫前町公民館　　　10月27日　 まで（土・日曜、祝日を除く）　　
　　旭川弁護士会　　  ０１６６- ５１- ９５２７

 留萌市以外から
 のお知らせ

「留萌管内巡回無料法律相談会」の
ご案内

問

日
所

▼家族などが急病になったり、けがをした場合に必要
な応急手当を学ぶ講習会です。ぜひご参加ください。
　　10月 21日　　13：30～ 16：30　
　　保健福祉センターはーとふる２階多目的ホール
　　30人　　　無料
　　10月 16日　 まで（土・日曜、祝日を除く）
　　日本赤十字社北海道支部留萌市地区事務局（市・社会福祉課）　
　　４２-１８０７

赤十字救急法講習会「救急法の知識と
技術を学ぼう！」開催のご案内

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

日
所
定
申

▼婦人の家サークル発表会では、作品展示や喫茶
コーナーなどの催しを行います。
　詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　10月 24日　　10：00～ 16：00　
　　10月 25日　　10：00～ 15：00　
　　勤労福祉センター（婦人の家、共同福祉センター）
　　 ・24 日　 ～ 25 日　  ※両日開催
　　　作品展示、喫茶コーナー
　　 ・24 日
　　　11：00　芸能発表
　　　14：00　バザー
　　留萌市勤労福祉センター運営協議会　
　　４３-０４４０

婦人の家サークル発表会を開催します

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

日

所

▼エゾシカ狩猟期間中は、マナーをしっかりと守って
猟銃事故の防止へご協力をお願いします。また、国有
林への入林手続きの詳細については、下記へお問い合
わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。
　　狩猟期間：10月１日 　～３月 31日　
　　留萌南部森林管理署　　　４２-２５１５
　　http://www.rinya.maff .go.jp/hokkaido/

エゾシカ狩猟期間のお知らせ

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

日

ＨＰ

▼旭川地方・家庭裁判所では、「法の日」週間に合わ
せて市民講座を開催します。参加には事前申し込み
が必要です。詳しくは、下記へお問い合わせください。
　　10月５日　  13：30 ～ 15：30　　 40人（先着順）
　　旭川地方・家庭裁判所　　　無料
　　旭川地方裁判所総務課　　　０１６６-５１-６２５５

「法の日」週間市民講座「みんなで
体験！模擬少年審判」開催のご案内

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

日
所 費

内

▼留萌開発建設部では、留萌川改修工事を行っており、
河口部に残置されている鉄製の用途不明物が工事の支障
となり撤去要請を行うため、所有者または占有者その他
権原を有する方を探しています。
　12月 28日　 までに申し出がない場合は、民法第 239
条の規定に基づき、留萌開発建設部が所有権を取得し、
これを処分します。詳しくは、留萌開発建設部ホームペー
ジ（http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/）または市ホームペー
ジ（http://www.e-rumoi.jp/）をご覧ください。
　　留萌開発建設部治水課　　　４３-５５１５

留萌川河口部に残置されている鉄製の用途
不明物の所有者はお申し出ください

問

 留萌市以外から
 のお知らせ

定

費

申


